
～お知らせ～ 

令和 8 年 7 月末に 下記の証明書等の有効期限が満期となります。 

 お手数ではございますが、ご自宅等に届かれた際は、職員へお預け下さい。 

 

①介護保険負担割合証           ②医療保険資格者証類      ③後期高齢医療限度額適用・標準負担額減額認定証   

 

 

 

 

 

 

 

                    後期高齢医療保険資格者証 

                         

                       

 

 

 

 

 

 ※③につきましては、お持ちの方のみのご提出となります。  


